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静岡県言語・聴覚・発達障害教育研究会 



はじめに

日頃より、静言研について格別のご理解とご尽力を賜り深く感謝申し上げます。

静岡県言語・聴覚・発達障害教育研究会は、言語・聴覚・発達障害に関する教育の推進

を図ることを目的として、昭和４５年の発足以来、県下の通級指導教室、養護学級（難聴）

担当者が、幼児教育担当者や医療機関等の療育担当者と共に言語・聴覚・発達障害教育の

ための実践的研究及び相談事業等を着実に積み重ね、特別支援教育の充実と担当者の資質

向上に努めてまいりました。近年においては、本会主旨に賛同される校内特別支援コーデ

ィネーターや通常学級の先生方にも本会に加入していただき、研究団体としての基盤が確

立されています。

現在、通常学級における特別支援教育のウェイトが緊張を伴いながら大きくなっている

現状の中で、通級指導教室に対するニーズが量と共に質の面でも急増しています。今後も、

言語・聴覚障害児教育はもとより、発達障害児教育等も含めた研究組織として、本県の特

別支援教育の発展に対して更なる役割を果たしていきたいと考えておりますので、別記事

項について格別のご高配を賜りますよう要望いたします。

平成２３年１１月７日

静岡県言語・聴覚・発達障害教育研究会

会長（静岡市立番町小学校長）宇佐美昌好
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 要 望 事 項 
 
 

Ⅰ 通級教育の充実のための要望 
 

教室（学齢・幼児）や特別支援学級（難聴）の新設や増設をお願いいたします。 
 
 ２ 本県が推進してきた特別支援教育及び通級による指導の一層の充実を図るため、 

通級指導担当の経験を活かしつつ、その経験が適切に継承されるよう人事面での 
配慮をお願いいたします。 

 
３ 通級による指導は保護者の強い要望などにより、午後に指導が集中し、勤務時

間内では指導に対応することができません。今年度、県下４校の通級指導教室にお

いて実施されたサテライトによる指導という新たなシステムは、通級児や保護者の

負担軽減等の成果が上がっています。今後、ニーズに応じて実施することができる

よう配慮をお願いいたします。また、教材等の費用についてもご配慮いただきます

ようお願いします。 

 
 ４ 通級指導教室担当者は、通常の指導に加えて、在籍校や関係機関の訪問・参観

など多くの業務を抱えています。また、年度途中での入級に係わる教育相談も日

常化しております。在籍校訪問や教育相談などの時間も正規の業務として位置づ

けて取り扱うことと、併せて、在籍校訪問にかかる旅費についても、予算として

配慮をしていただくようお願いいたします。 
 
 
Ⅱ 言語障害通級指導教室充実発展のための要望 
 
  言語障害通級児童の割合は増加しニーズが高まっているにもかかわらず、県内の

言語障害通級指導教室数や担当者数は増えていません。ニーズに応え、質の高い指

導を行うためには、言語障害通級指導教室のさらなる増設と担当者の配置をお願い

いたします。 
 
Ⅲ 聴覚障害特別支援学級・聴覚障害通級指導教室充実発展のための要望 
 

県内の難聴児のニーズについて正確に把握し、将来の社会参加に向けて必要な支

援を受けることができるようご配慮をお願いいたします。 
 
Ⅳ 発達通級指導教室充実発展のための要望 
 
１ 発達障害により、通常の学級での生活のしにくさや学習のしにくさを感じ、自

己肯定感が下がってしまっている児童生徒が急増しています。これに伴い、発達

障害通級指導教室の設置が進んできましたが、まだまだニーズに応えるものでは

ありません。未設置の市町においては、一刻も早く新設されることをお願いする

１ 通級指導教室(言語障害・聴覚障害・発達障害)や特別支援学級（難聴）の設置状 
況に大きな地域間格差が生じています。こうした格差を是正するために通級指導 
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と共に、既設の市町においてもニーズに応じた新設、増設をお願いいたします。 
 
２ 県内では中学校の発達障害通級指導教室は浜松市に 3 教室ありますが、他市町

で通級の指導を受けることができるのは小学校 6 年生までとなっています。ぜひ、

中学校の発達障害通級指導教室の新設をお願いいたします。 
 

 
Ⅴ 早期指導充実発展のための要望 
 
１ 本県の「幼児ことばの教室」は、県内外から高い評価を得ています。特に学齢

のことばの教室が設置されている小学校内にある「幼児ことばの教室」において

は、小学校との連携ができています。今後できるだけ学齢ことばの教室の設置さ

れている小学校に「幼児ことばの教室」を設置していただきますようお願いいた

します。 
   また、障害の早期発見や早期指導の場として重要性が高まっている「幼児こと

ばの教室」を広く啓発していただくことと、設置基準の内容の一つとして、対象

幼児数に対して指導者数を決定していただくことをお願いいたします。 
 

２ 幼児指導者の高い専門性を維持するため、「幼児ことばの教室」に正規職員を配

置することをお願いいたします。 
 



 

Ⅰ 通級教育の充実のための

 
平成５年の通級制度法制化

なりました。静岡県においても

平成８年度には言語障害通級指導教室

害通級指導教室を併せて 76
ように、東部地区では、未設置

かけ、苦労して通っている

数や設置率に大きな差があります

こうしたことからも、各市町

置を行い、地域間格差をなくすよう
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特別支援教育及び通級による指導の一層の

活かしつつ、その経験が適切に継承されるよう
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通級による指導は、保護者の強い要望もあり、午後に指導を集中せざるを得ない状況にあ

ります。図Ⅰ-3-①のように8割の教室が勤務時間を超えて指導を行っていたり、勤務時間外

に指導を組まざるを得なかったりする現状にあります。 

今年度、県下4校で試行されたサテライトによる指導では、保護者の送迎の負担が減り、

午前中の時間を有効に利用できるようになったため、勤務時間の負担の軽減について効果が

みられました。その他にも、集団の中での児童の様子がわかり、問題となる行動だけでなく

環境との全体的な関係から考えることができるようになったこと、紙面のやりとりだけでは

読み取れない子どもや担任の変化に気づくことができること、さらに、コーディネーターや

担任・管理職と情報交換しやすく、継続的長期的に関わることができるようになったこと等

の成果が上がっています。 

しかし、図Ⅰ-3-②のように、自校通級により指導を受けている児童は未だ3割にも満たず、

通級で指導を受けるために20分以上かけて通う子どもは15％を超えています。また、通級し

ている児童が10名以上在籍していたり、通級はしていないものの、支援を必要としている児

童・生徒が20名を超えていたりする学校も少なくありません。そのような、子どもや保護者、

在籍校のニーズに応じて、柔軟にサテライトによる指導が実施できるようにご配慮願います。 

さらに、サテライト用の教材費がないため、指導に必要な教材をその都度持ち運ばなけれ

ばならないということが課題となっています。また、本校での通常の通級指導に使用する教

材は、サテライトの指導に持っていくことができません。サテライトとしての予算をつけて

いただきたいと思います。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３   通級による指導は保護者の強い要望などにより、午後に指導が集中し、勤務時間内

では指導に対応することができません。今年度、県下４校の通級指導教室において実

施されたサテライトによる指導という新たなシステムは、通級児や保護者の負担軽減

等の成果が上がっています。今後、ニーズに応じて実施することができるよう配慮を

お願いいたします。また、教材等の費用についてもご配慮いただきますようお願いし

ます。 
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通級指導教室は、通級児が在籍校で自分らしさを発揮しながらいきいきと活動することを

大きな目的としています。通級教室の指導で教育効果を高めるためには在籍校との連携は欠

くことのできない重要な活動の1つです。1児童につき最低でも年1回の在籍校訪問を行って

います。すべての通級児童の在籍校訪問に要する時間を累計すれば相当の時間と旅費を費や

していることは明らかです。 

 また、通級指導教室では、図Ⅰ-4 のように年度の途中での入級に係わる教育相談の数が

非常に多く、更に増加傾向にあります。現状でも長期休業中を除けば一週間に 1 回(1 回に

つき 2 時間程度を要する) の教育相談を行っております。相談の際には、在籍校に出向き、

学校での様子を把握することも重要です。 

 このような状況の中、年度当初より基準の指導時間数を設定した上で、在籍校訪問、教育

相談などの業務を加えると、勤務時間を超えて指導を行わなければならず、担当者の過剰な

負担を招いております。さらに、在籍校訪問や教育相談にかかる時間や旅費の確保ができず

に、十分な連携が図れなかったり、年度途中の入級希望には応じられない事態が生じたりす

ることも少なくありません。 

 在籍校訪問や教育相談などの時間も正規の業務として位置づけた上で、指導時間数の基準

を再検討していただくようお願いします。さらに、在籍校訪問にかかる旅費についても、予

算として配慮をしていただきたいと思います。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

４  通級指導教室担当者は、通常の指導に加えて、在籍校や関係機関の訪問・参観など

多くの業務を抱えています。また、年度途中での入級に係わる教育相談も日常化しており

ます。在籍校訪問や教育相談も正規の業務として位置づけて取り扱うことと、併せて、在

籍校訪問にかかる旅費についても、予算として配慮をしていただくようお願いいたしま

す。 

 

（件） 

（年） 

図Ⅰ-4 相談件数の推移 
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Ⅱ 言語障害通級指導教室充実発展のための要望 

 言語障害通級児童の割合は増加しニーズが高まっているにもかかわらず、県内の言語

障害通級指導教室数や担当者数は増えていません。ニーズに応え、質の高い指導を行う

ためには、言語障害通級指導教室のさらなる増設と担当者の配置をお願いいたします。 
   

本県では図Ⅱ-1 のように、通級指導教室（言語）の通級児童数は徐々に増加傾向を示

しています。平成 22 年度当初は 1097 人でしたが、年度末までの延べ人数は 1225 人に達

しました。平成 23 年度当初の入級児童は 1074 人ですので、今年度も昨年度同様、1200
人を超える児童が指導対象となると考えられます。全児童数が減少していることから考え

ると、通級児童数の割合は増えていると言えます。 
  また、図Ⅱ-2 にありますように、全県調査の結果、小学校では、現在通級していない

けれども言語面での困難さがあり指導が必要であると在籍学校が認めている児童は 244
人います。中学校においては、言語通級教室がないため、通級生徒は 0 人ですが、指導が

必要と思われる生徒が 27 人います。一学級で 20 人程度の児童・生徒の指導が可能と考

えると、県内で 10 以上の教室が不足しているということになります。現状では、言語の

通級指導教室も適切な数とは言えないことが分かります。 
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近年の通級指導教室（言語）の数は、図Ⅱ-3 のように、横ばい状態が続いています。

そのために、毎年、指導が必要であるにもかかわらず、教室数や担当者数の不足により待

機児童を出さざるを得ない状況です。23 年度当初の待機児童は 47 人で、図Ⅱ-4 のよう

に昨年度を上回っており、ニーズに十分にこたえられていないことが明らかです。待機児

童を出さないように、担当者は様々な努力をしていますが、年度途中には毎年待機児童数

が増えています。これは、子どもと保護者にとっては非常に不幸なことであり、担当者に

とっても胸が痛む思いです。 
また、幼児ことばの教室の認知が高まり、年々相談件数が増えています。通級児童の多

くは幼児期から継続して指導を受けていますので、幼児の指導人数の増加に伴って、児童

数も今後増加することが予想されます。このままでは、今以上に、言語に支援を要する児

童のニーズに十分に応えることが困難になります。 
地域格差も大きく、東部地区では言語障害のための通級指導教室が未設置の市町があり

ます。そのため、近隣の市町が未設置地区の児童を受け入れ、相談や指導などを行ってい

るケースが昨年度 27 件ありました。受け入れる市町に余裕があるわけではなく、ニーズ

に応えたい、困っている子どもたちの障害を少しでも早く改善してあげたいという強い思

いに支えられているのです。相談に訪れ、指導が必要であるにもかかわらず、速やかに適

切な指導を受けることができないために、児童や保護者が不安を抱え続けることになりま

す。場合によっては、指導のタイミングを逃してしまうことにもなりかねません。 
教室を増設し、担当者を配置することで、待機児童を減らすことができ、また、より質

の高い丁寧な指導を行うことにつながります。今後も通級指導教室（言語）の増設と必要

な担当者の配置を推進してくださるよう、お願いいたします。 
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図Ⅱ-4 年度当初待機

児童数
(人)
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言語通級 発達通級

図Ⅱ-3 通級指導教室数 
(教室) 
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Ⅲ 聴覚障害通級指導教室充実発展のための要望 
 

１ 県内の難聴児のニーズについて正確に把握し、将来の社会参加に向けて必要

な支援を受けることができるようご配慮をお願いいたします。 

 

難聴児の数について、平成 18 年度静岡県教育委員会体育保健課の資料によれば、

県内 35582 人を対象とした調査の結果、0.96％の児童に難聴がみられるという結果

が報告されています。また、県立総合病院耳鼻科医師の話によりますと、平成 22 年

度は23609人が新生児聴覚スクリーニングを受け、要検査となったのは236人（約1％）

ということでした。そのうち、さらに精密検査を受診したのは 133 人（約 0.56％）

ということです。 

このような資料から、聴覚に障害があるにも関わらず、特別な支援を受けていな

い児童が 1000 人近くいると考えられますが、今現在、県内の難聴児のニーズに関し

て、正確に把握できていないのが現状です。 

難聴児指導は、聞こえの状態の把握や雑音への配慮等を行いながら、発音の問題、

語彙不足の問題、作文力の問題などを補う指導など個に応じた学習（特に言語力の

向上）支援を行う必要があります。また、将来の社会参加の基本となる健常児との

関わりを通常学級との交流の中で学ばせることも大変重要な指導内容です。これま

で普通学校に設置されている難聴学級や通級指導教室（難聴）は、こうした健聴児

との共生教育という点で、聴覚特別支援学校では得られにくい大きな成果をあげて

います。 

このような支援を必要としながら、近くに難聴学級や通級指導教室（難聴）がな

かったり、保護者が難聴学級や通級指導教室（難聴）の存在を知らなかったり（図

Ⅲ-1）するために、必要な支援を受けることができない児童がいることも考えられ

ます。 

一人一人のニーズを把握し、長期的な視点にたった支援ができるよう、県内の難聴

児のニーズについての調査を行っていただくようお願いいたします。 

 

   図Ⅲ－１ 難聴学級、通級指導教室（難聴）を知っているか 

                   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

難聴学級                 通級指導教室（難聴） 
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Ⅳ 発達障害通級指導教室充実発展

 

 

 

 

 

 通級指導教室を利用している

ている児童の人数を比較すると

ないが必要と考えられている児童

えられているのに通級していない

す。発達通級指導教室が通級可能

たりすれば、そのうちの 430 名余

 今後とも発達障害通級指導教室

域のニーズに応じた教室の新増設
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言語
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図Ⅳ-1-① 通級している

本人や保護者が

希望しない

61%

図Ⅳ-1-

１ 発達障害により、通常の

定感が下がってしまっている

導教室の設置が進んできましたが

置の市町においては、一刻も

いてもニーズに応じた新設、
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発達障害通級指導教室充実発展のための要望 

している児童と、現在は通級していないが在籍校

すると、図Ⅳ-1-①が示すように発達障害については

児童」が、「通級している児童」の 2 倍近

していない児童について、その理由は図Ⅳ-1-②
通級可能な距離のところにあったり在籍校にあって

名余りが通級をすることが可能になります

発達障害通級指導教室の入級希望者は、さらに増加することが

新増設をお願いします。 

難聴
発達

26

580
244

9

1106

通級が必要と考

れている児童

通級している

している児童と必要と考えられている児童

市内にない18%
遠い 5%
送迎困難 8%
入級待ち 8%

その他

39%

-② 通級しない理由

の学級での生活のしにくさや学習のしにくさを

がってしまっている児童生徒が急増しています。これに伴い

んできましたが、まだまだニーズに応えるものではありません

も早く新設されることをお願いすると共に

、増設をお願いいたします。 

在籍校が通級を必要と考え

については「通級してい

倍近くいます。必要と考

②のようになっていま

にあって校内通級ができ

になります。 
することが予想されます。地

 

 

考えら

児童

している児童

のしにくさを感じ、自己肯

い、発達障害通級指

えるものではありません。未設

に、既設の市町にお



 

 
 
 
 

中学校の現場でも発達障害についての

られている生徒が増加しています

すように、0.5％にあたる 357
ち 9 割以上が発達障害通級指導教室

 理由としては、ソーシャルスキルや

あげられています。また、現状

などの助言を受けたいという要望

導を受けていた生徒については

きないといったケースも報告されています

本年度県内通級指導教室で行

通級指導教室に通っていた児童

の 4 割近くになるにもかかわらず

得なかった状況となっています

在り方について（報告）」でも、「

れているものに、学習障害（LD
現場からも、発達障害をもっている

してほしいとの声もあがっています

 以上のことから発達障害をもつ

害を予防するためにも、中学校

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 県内では中学校の発達障害通級指導教室

級での指導を受けることができるのが

の発達障害通級指導教室の新設
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図Ⅳ-2-③ 通級している
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についての理解が進み、通級による指導が

しています。生徒数 66011 名を対象とした調査

57 名が通級による指導が必要として挙げられています

発達障害通級指導教室の対象と考えられています。 
ソーシャルスキルや対人スキルの指導の場が必要な生徒

現状では校内で支援を行っているので、具体的

要望もあげられています。小学校で発達障害通級指導教室

は、中学校でも継続したいが教室がないために

されています。 
行った調査によりますと、図Ⅳ－２－④に

児童が、中学校に進学後も継続指導が必要と

くになるにもかかわらず、中学校に通級指導教室がないため、

となっています。また、文部科学省の平成 15 年「今後

、「不登校との関連で新たに指摘されている

LD）、注意欠陥/多動性障害（ADHD）等があります

をもっている生徒が不登校傾向になってしまっているので

もあがっています。 
をもつ生徒が適切な支援や環境調整を受けることで

中学校における発達障害通級指導教室の開設をお

発達障害通級指導教室は浜松市に 3 教室ありますが

けることができるのが小学校 6 年生までとなっています

新設をお願いいたします。 

発達

20

329

必要と考えられている生徒

通級している生徒

している生徒と通級が

えられている生徒

指導継続

の必要

なし

63%

図Ⅳ-２-④ 中学進学時

な児童

が必要と在籍校で考え

調査では、図Ⅳ-2-③に示

げられています。そのう

生徒がいることが多く

具体的な支援方法の提案

発達障害通級指導教室の指

がないために必要な指導がで

に示す通り、小学校で

と思われる割合が全体

、指導を中止せざるを

今後の不登校への対応の

されている課題として注目さ

があります。」とあり、

になってしまっているので支援に協力

けることで、二次的な障

をお願いいたします。 

ありますが、他市町は通

までとなっています。ぜひ、中学校

指導継続

の必要

あり

37%

中学進学時に指導継続が必要

児童の割合 （平成22年度）
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Ⅴ 早期指導充実発展のための要望 

１ 本県の「幼児ことばの教室」は、県内外から高い評価を得ています。特に学齢の

ことばの教室が設置されている小学校内にある「幼児ことばの教室」においては、

小学校との連携ができています。今後できるだけ学齢ことばの教室の設置されてい

る小学校に「幼児ことばの教室」を設置していただきますようお願いいたします。 
  また、障害の早期発見や早期指導の場として重要性が高まっている「幼児ことば

の教室」を広く啓発していただくことと、設置基準の内容の一つとして、対象幼児

数に対して指導者数を決定していただくことをお願いいたします。 
 
平成２３年度、「幼児ことばの教室」は 45 教室あり、その教室を担当する行政は、 

さまざまです（表Ⅴ-1-①）（図Ⅴ-1-①）。また、設置場所についてもさまざまです（図

Ⅴ-1-②）。 
学齢のことばの教室が設置されている小学校内にある「幼児ことばの教室」におい 

ては、小学校へのスムーズな就学・通級教室へのスムーズな移行・指導等に関する日 
常的な情報交換や研修が行われ、成果をあげています。今後できるだけ学齢ことばの

教室の設置されている小学校に「幼児ことばの教室」を設置していただきますようお

願いいたします。 
 本年度通級幼児が在籍している園へのアンケート調査を行った結果、幼児ことばの 
教室には通ってはいないが通級を必要とする幼児が潜在的に非常に多く存在するこ

とがわかりました（図Ⅴ-1-③）。 
 通級していない理由としては、保護者の意識の低さがあげられますが、行きたくて 
も行けない状況があることもあげられました（図Ⅴ-1-④）。特に設置数の少なさは東

部地区が顕著です。 
障害の早期発見や早期指導の場として重要性が高まっている「幼児ことばの教室」 

を広く啓発していただくことをお願いいたします。また、待機幼児を軽減するために

も設置基準の内容のひとつとして、対象幼児数に対して指導者数を決定する方向でお

願いしたいと思います。 
 
表 V-1-① 担当行政                

教育行政 ３７ 教育委員会 

福祉行政 ６ 
こども保育課４ 
子育て支援課１ 
子ども未来課１ 

その他 ２ 地域療育センター 
東遠学園組合立 

       

教育

７２%

福祉

28%

図 Ⅴ-1-① 担当行政の割合 
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２ 幼児指導者の高い専門性を維持するため、「幼児ことばの教室」に正規職員を配

置することをお願いいたします。 
 
 
 近年「幼児ことばの教室」が増加し、指導を受けられる幼児が増えたことは、幼児 
指導の重要性からしても大変望ましいことです。しかし、指導員は高い専門性（資格） 
を持ちながら（図 V-2-①）身分は臨時や非常勤であり、正規の職員は 9％にとどまっ

ております。（図 V-2-②）高い専門性を生かして指導に当たれるよう、できるだけ正

規の職員を配置することをお願いいたします。 
   
 

 
 

8.8% (8人)

91.2% (83人)

図V-2-② 職種

正規職員

臨時職員

0 10 20 30 40 50 60 70 80

その他

言語聴覚士

教員

図V-2-① 保有資格

(人) 

保育士 
・その他 

※幼児ことばの教室担当者 91 人中 




